[bookmark: _GoBack]加東市地域クラブ活動　規約作成上の留意点

１.名　称
　　　当クラブは、加東市地域クラブ活動「　（団　体　名）　」と称する。
名称には、必ず「加東市地域クラブ活動」を頭に付けてください。


２.目　的
　　　当クラブは、子どもたちのスポーツ・文化芸術活動等を通じて、子どもたちの居場所づくり及び健全育成、生涯スポーツ・生涯学習社会の実現を目指し、勝利だけを目的とするのではなく、仲間とのコミュニケーションを大切にし、社会性を育むとともに礼儀やマナーを身に付けることを目的とします。
クラブの目的は、参加者にとって重要な内容となります。認定要項や運営方針をご確認いただき、どのような地域クラブ活動にしたいのかしっかりと考えて決めてください。
また、教育委員会が認定をした地域クラブ活動となりますので、一部の優れた選手だけを参加させるのではなく、全員が平等に活動できるようにしてください。






３.構成員
(１)  当クラブは、＿＿＿＿＿競技を希望する、原則、市内中学校１年生から中学校３年生（７年生から９年生）生徒及びその保護者と指導にあたる大人等で構成する。
市外在住の生徒も参加可能ですが、市内生徒が半数以上所属することを原則とします。また、高校生以上が参加をする場合は、大人としてカウントしてください。




(２） 当クラブへの参加は、参加申込フォームにより参加届けを提出してください。また、
必要書類を記入の上、参加する団体の代表者に提出をしてください。
令和10年度総体終了までの部活動が存続する間は、教育委員会が一括をして参加申込みを受付し、必要書類については、参加者から各団体へ提出することになります。



４.役　員
　　  当クラブには、保護者と指導に当たる大人等の中から次の役員を選任する。
　　　・代表者（１名）・・・・・・当クラブを代表する責任者
　　　・指導者（監督・コーチ）・・技術指導、練習計画、活動全体の指導
　　　・連絡責任者・・・・・・・活動場所や大会などの連絡調整
　　　・会計・・・・・・・・・・クラブ活動に必要な会費の徴収や使用料の支払い業務等

代表者以外は、人数、役職に制限はありません。また、役職を兼ねることも可能です。１名の大人が代表と指導を兼ねる場合でも、会計業務は別の人が行うようにしてください。




５.総　会（保護者会）
　　　総会（保護者会）は、構成員全員の（保護者の）参加を原則とする。総会（保護者会）では、以下の内容について、承認・決定をする。
　　　・代表者、監督、コーチ等の選任及び中学生キャプテン、学年代表の選出、承認
　　　・活動報告及び会計報告
　　　・活動計画及び予算案
　　　・その他審議事項年に２回行うことを推奨します。例えば、４月～５月中に新構成員にむけてのクラブ紹介や運営方針等の説明、そして、８月頃に組織の改選についてなど、種目や活動内容によって開催の仕方や時期については検討してください。





６.活動場所
　　　当クラブの活動拠点は「　　　　　　　　」とする。
活動を希望する拠点を記載してください。子どもたちが参加するかどうかを判断する材料の１つになります。日によって、活動場所が変わる場合も記載をしてください。




７.活動日時
　　　当クラブの活動は、以下のとおりとする。
(１) 土曜日及び日曜日のいずれか１日の８時３０分から１１時３０分までの３時間程度
(２) 毎週火・木曜日の１８時００分から２０時００分までの２時間程度
(３) 警報発令時や中学校の定期考査期間等は原則、活動しない。
「加東市地域クラブ活動　認定要項」及び「加東市地域クラブ活動　運営方針」に則った設定をしてください。




８.会　費
(１) 当クラブの会費は、一人当たり月2,000円とし、月初めの活動日に会計が徴収をする。
(２) 大会の遠征費や備品等の購入について必要な時は別途徴収する。
会費については、極力安価な設定にしてください。また、構成員の人数にもよりますが、会費は日頃の活動が維持できる範囲に設定をしてください。また、会費の中から指導者謝金や費用弁償等を賄おうとする場合は、会費欄にその趣旨を記載し、集めるお金の目的を構成員がわかるように明確にしてください。






９.傷害保険
　　　当クラブ活動に携わる全員が「スポーツ安全保険」に加入する。保険料は、市の活動支援金をそれにあてる。
会費から支払う場合は、保険料は、会費をもってそれにあてる、というように書いてください。（スポーツ安全保険：800円/年間）※競技種目によって異なる場合あり



10.研　修
　　　クラブの代表者・監督・コーチは、年間１回以上、市、県スポーツ協会やその他団体が主催する指導者研修を受講し、暴力や暴言、ハラスメントの防止に対する知識・理解を深める。
毎年、市で開催する指導者研修会には、各クラブ１名以上、必ず出席願います。また、各競技団体等が主催する指導者資格等の取得に係る講習会等でも、暴力、暴言、ハラスメント防止についての講習がありますので、指導者としてのスキルアップも含め、積極的な資格取得を推奨します。






11.【その他】
　　　本規約に記載されていないことについては、クラブ代表者が総会に諮って決定する。


これは、見本です。見本の中で紹介した内容は、基本的な内容ですので、各クラブ内で必要に応じて記載事項を増やしてください。
　また、規約の内容が、「加東市地域クラブ活動　認定要項」や「加東市地域クラブ活動　運営方針」に大きく逸脱している内容であると判断した場合、加東市地域クラブ活動として認定できない場合がありますので、ご理解ください。

